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�愛媛県告示第２９８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、宇和島都市計画準防火地域

の変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧

に供する。

令和７年４月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２９９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、宇和島都市計画風致地区の

変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に

供する。

令和７年４月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３００号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、宇和島都市計画駐車場整備

地区の変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の

縦覧に供する。

令和７年４月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３０１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、宇和島都市計画地区計画の

変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に

�愛媛県告示第２９７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第８条第１項の規定により市町から聴取した意見及び同条第２項の

規定により述べられた意見の概要は、次のとおりである。

これらの意見は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局地域産業振興部今治支局商工観光室並びに今治市役所において

告示の日から１月間縦覧に供する。

令和７年４月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 大規模小売店舗の届出に係る市町等の意見の概要…………………………………………………………………………………………………（経営支援課）…３００

○ 都市計画の変更に係る図書の写しの縦覧（１２件）…………………………………………………………………………………………………（都市計画課）…３００

○ 指定道路の指定（２件）………………………………………………………………………………………………………（東予地方局四国中央土木事務所）…３０１

○ 指定医師の所在地の変更…………………………………………………………………………………………………………………（福祉総合支援センター）…３０２

人事委員会公告

○ 令和７年度愛媛県職員採用候補者（上級）［通常型］試験公告…………………………………………………………………………（人事委員会事務局）…３０２

選挙管理委員会告示

○ 政治活動のために寄附を受け、又は支出をすることができない団体………………………………………………………………………（選挙管理委員会）…３０６

○ 政治団体の設立の届出……………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…３０７

○ 政治団体の届出事項の異動の届出………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…３０７

○ 政治団体の解散の届出……………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…３０８

○ 資金管理団体の届出事項の異動の届出…………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…３０８

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所在地
法第８条第１項の規定により市町から聴
取した意見の概要

法第８条第２項の規定により述べられた
意見の概要

ラ・ムー今治店 今治市町谷字重元甲１７１番
地１ 外

「図面３ 建物配置図」内の身障者用駐車場
（番号２１・２２）について、店舗に入る際には駐
車場内の車道を横断する必要があり、歩車分離
ができていない状態であるため、安全対策を講
じることが望ましい。

生活環境保持の見地からの意見はなし。

毎週（火・金）曜日発行 第６００号 令和７年４月１１日

令和７年４月１１日金曜日 第６００号
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供する。

令和７年４月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３０２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、宇和島都市計画道路の変更

に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供す

る。

令和７年４月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３０３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、宇和島都市計画駐車場の変

更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供

する。

令和７年４月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３０４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、宇和島都市計画公園の変更

に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供す

る。

令和７年４月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３０５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、宇和島都市計画都市下水路

の変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧

に供する。

令和７年４月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３０６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、宇和島都市計画火葬場の変

更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供

する。

令和７年４月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３０７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、宇和島都市計画ごみ処理場

の変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧

に供する。

令和７年４月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３０８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、新居浜都市計画道路の変更

に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供す

る。

令和７年４月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３０９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、四国中央都市計画道路の変

更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供

する。

令和７年４月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３１０号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

令和７年４月１１日

愛媛県東予地方局長 河 上 芳 一

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

令和７年３月２７日

３ 指定道路の位置

四国中央市寒川町字大倉１９４７番１の一部、１９４７番２の一部、１９

４９番１の一部、１９４９番２の一部及び１９５０番の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ６５．７１メートル

� 幅員 ６．３０メートル

�������
�愛媛県告示第３１１号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

令和７年４月１１日

愛媛県東予地方局長 河 上 芳 一

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

令和７年３月２６日

３ 指定道路の位置

四国中央市中曽根町字溝又１４４１番１の一部、１４０６番１の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ３２．０７メートル

� 幅員 ５．００メートル
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人事委員会公告

�愛媛県告示第３１２号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

令和７年４月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県人事委員会公告第４号
令和７年度愛媛県職員採用候補者（上級）［通常型］試験公告

令和７年４月１１日

愛媛県人事委員会

〒７９０－００１２ 松山市湊町四丁目４番地１ 伊予鉄本社ビル２階 電話（０８９）９１２－２８２６�
�
�
�
��

試験当日用緊急連絡先 ０８０－７０３９－１１８９ ※試験当日のみ通話可能

�
�
�
�
��愛媛県職員採用情報サイト https://recruit.pref.ehime.jp

１ 試験区分、採用予定人員及び職務内容

試験は、次の試験区分ごとに行いますが、このうち希望するいずれか一つについて受験の申込みができます。なお、申込受付期間終了

後の試験区分の変更及び申込みの取消しはできません。

� 事務職

試 験 区 分 採用予定人員 職 務 内 容

行 政 事 務 ７０人程度 知事部局、公営企業管理局等の本庁又は地方機関に勤務し、一般行政事務に従事します。

学 校 事 務 １４人程度
教育委員会事務局の本庁若しくは地方機関、県立学校又は公立小・中学校に勤務し、学校等に関する事務に従事

します。

警 察 事 務 １０人程度 警察本部又は警察署に勤務し、警察事務に従事します。

警 察 事 務

（ 情 報 ）
１人程度 警察本部又は警察署に勤務し、情報処理の専門的知識を生かして警察事務に従事します。

� 技術職

試 験 区 分 採用予定人員 職 務 内 容

総 合 土 木 １９人程度
知事部局又は公営企業管理局の本庁又は地方機関に勤務し、道路、河川、砂防、港湾、都市計画、土地改良、農

村環境基盤整備等に関する計画、設計、施工監理等の業務に従事します。

建 築 １人程度
知事部局、公営企業管理局等の本庁又は地方機関に勤務し、建築・住宅等に関する計画、指導、建築設計、施工

監理等の業務に従事します。

建築（警察） １人程度 警察本部に勤務し、警察施設の建築設計、施工監理等の業務に従事します。

農 業 １０人程度
知事部局の本庁又は地方機関に勤務し、農業の振興、農業技術・農業経営の普及指導、農産物のブランド化・販

売促進、農業に関する試験研究等の業務に従事します。

畜 産 １人程度
知事部局の本庁又は地方機関に勤務し、畜産の振興、畜産物のブランド化・販売促進、家畜の改良増殖、畜産に

関する試験研究等の業務に従事します。

林 業 ４人程度
知事部局の本庁又は地方機関に勤務し、林業の振興、林業技術・林業経営の普及指導、林産物のブランド化・販

売促進、森林整備の推進、治山林道事業、林業に関する試験研究等の業務に従事します。

水 産 ２人程度
知事部局の本庁又は地方機関に勤務し、水産業の振興、水産技術・水産経営の普及指導、水産物のブランド化・

販売促進、水産に関する試験研究等の業務に従事します。

電 気 ・ 電 子 ３人程度
知事部局又は公営企業管理局の本庁又は地方機関に勤務し、発電施設等の県有施設の設計・施工・維持管理、情

報通信等に関する試験研究等の業務に従事します。

化 学 ５人程度
知事部局の本庁又は地方機関に勤務し、公害防止、原子力安全対策、工業技術・環境に関する試験研究等の業務

に従事します。

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

越 智 康 博 独立行政法人労働者健康安全
機構愛媛労災病院 新居浜市南小松原町１３番２７号 社会医療法人社団更生会村上

記念病院 西条市大町７３９番地 令和７年
３月１日
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薬剤師（行政） ２人程度
知事部局の本庁又は地方機関に勤務し、薬事・医薬品製造・食品衛生等に関する指導、衛生・環境に関する試験

研究等の業務に従事します。

薬剤師（病院） ４人程度 県立病院・子ども療育センター等に勤務し、医薬品の調剤・製剤等の業務に従事します。

衛 生 監 視 員 ３人程度
知事部局の本庁又は保健所等の地方機関に勤務し、食品関係施設や環境衛生関係施設などに対する監視指導・検

査等の業務に従事します。

福 祉 ４人程度
知事部局の本庁又は福祉総合支援センター、えひめ学園、子ども療育センター等の地方機関に勤務し、相談、指

導等児童福祉司としての業務や入所児の自立支援業務等の福祉関係業務に従事します。

心 理 ２人程度
知事部局又は公営企業管理局の本庁又は福祉総合支援センター等の地方機関に勤務し、児童、保護者等や障がい

者に対するカウンセリング、心理療法、判定、相談、指導等の業務に従事します。

保 健 師 ９人程度 知事部局の本庁又は保健所等の地方機関に勤務し、地域保健福祉に関する業務に従事します。

管 理 栄 養 士 ３人程度
知事部局又は公営企業管理局の本庁又は地方機関に勤務し、専門的な栄養指導、特定給食施設への指導、病院の

栄養管理・指導等の業務に従事します。

鑑識（法医） １人程度 警察本部に勤務し、法医学に関する鑑識業務に従事します。

２ 受験資格

� 次のいずれかに該当する者

ア 平成３年４月２日から平成１６年４月１日（保健師については、平成１７年４月１日）までに生まれた者

イ 平成１６年４月２日以降に生まれた者で、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学を除く。）若しくはこれと同等

と人事委員会が認めるもの（以下「大学等」という。）を卒業した者又は大学等を令和８年３月末日までに卒業する見込みの者

� 日本の国籍を有する者（薬剤師（病院）及び保健師は除く。）

� 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも該当しない者

� 薬剤師（行政）、薬剤師（病院）、衛生監視員、福祉、心理、保健師及び管理栄養士については、次に該当する者

試 験 区 分 受 験 資 格

薬剤師（行政）

薬剤師（病院）
薬剤師の免許を有する者又は令和８年５月末日までにこの免許を取得する見込みの者

衛 生 監 視 員 食品衛生監視員の資格を有する者又は令和８年３月末日までにこの資格を取得する見込みの者

福 祉 児童福祉司かつ児童自立支援専門員の資格を有する者又は令和８年３月末日までにこの資格を取得する見込みの者

心 理
学校教育法による大学（短期大学を除く。）において、心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者（令

和８年３月末日までに卒業する見込みの者を含む。）又はこれに準ずる資格を有すると人事委員会が認める者

保 健 師 保健師の免許を有する者又は令和８年４月末日までにこの免許を取得する見込みの者

管 理 栄 養 士 管理栄養士の免許を有する者又は令和８年６月末日までにこの免許を取得する見込みの者

※ 令和７年度愛媛県職員採用候補者（上級）［早期募集型］試験又は令和７年度愛媛県職員採用候補者（民間企業等経験者）［春期

募集型］試験に申込みをされた方は、本試験に申込みをすることはできません。

３ 試験の日時、受験地、試験会場及び合格発表

区 分 日 時 受験地 試 験 会 場 合格発表

第 １ 次 試 験

令和７年６月１５日（日曜日）

�事務職

受付開始 午前８時

試 験 午前９時～午後３時３０分

�技術職

受付開始 正午

試 験 午後１時～午後３時３０分

松山
松山大学 文京キャンパス

（松山市文京町４番地２）
６月下旬

合格発表日は第１

次試験の日にお知

らせします。

東京
明治学院高等学校

（東京都港区白金台一丁目２番３７号）

大阪
大阪科学技術センター

（大阪府大阪市西区靭本町一丁目８番４号）

※ 受付時間（午前８時～午前８時４５分又は正午～午後０時４５分）に遅刻した場合は、原則として、受験できません。

※ 受験地は松山、東京、大阪の中から順位付けして申し込んでください。東京、大阪を第１希望とした場合、各受験地の申込者数の状況によって、第

２希望以下の受験地を指定する場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
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第 ２ 次 試 験
７月上旬～７月下旬に松山市内で実施予定です。

詳細は、第１次試験合格者に通知します。
８月上旬

※ 合格発表は、合格者の受験番号を愛媛県職員採用情報サイト（以下「採用サイト」という。）に掲載します。

４ 試験の方法等

� 試験は、第１次試験及び第２次試験とし、次のとおり行います。

なお、第２次試験は、第１次試験合格者に対して行います。

区分 試験・検査種目
配点

試 験 の 内 容
事務職 技術職

第
１
次
試
験

教 養 試 験 ５０点 ― 大学卒業程度の一般的知識及び知能について、筆記試験を行います（択一式５０題、解答時間２時間３０分）。

専 門 試 験 ４０点 ９０点
各試験区分に応じて大学卒業程度の専門的知識及び技能について、筆記試験を行います（択一式４０題、解答時

間２時間）。
なお、試験の出題分野は、おおむね別表のとおりです。

第
２
次
試
験

口 述 試 験 ２９０点 ２９０点 人物について総合的に評定するため、個別面接及び集団討論を行います。

作 文 試 験 ５０点 ５０点 識見、思考力、表現力等について、作文試験を行います（課題１題、解答時間１時間）。

適 性 検 査 ― ― 職務遂行に必要な適性について、検査を行います。

� 第１次試験合格者は、各試験種目の合計得点の高い順に決定します。ただし、各試験種目のうち、一定の基準に達しない種目がある

場合には、合計得点にかかわらず不合格となります。

� 最終合格者は、第１次試験の得点と第２次試験の得点を合計した総合得点の高い順に決定します。ただし、第２次試験の各試験・検

査種目のうち、一定の基準に達しない種目がある場合には、総合得点にかかわらず不合格となります。

� 教養及び専門試験の例題と前年度に出題した集団討論及び作文試験の課題を、採用サイトに掲載しています。また、愛媛県人事委員

会事務局等において閲覧することもできます。

５ 受験申込み

� 受験の申込みは、採用サイトから「愛媛県採用試験受験等申込システム」（以下「システム」という。）にアクセスし、画面の指示

に従って全ての必要項目を入力の上、受付期間中に送信してください。

なお、受付期間は次のとおりです。

令和７年４月２１日（月）午前８時３０分から５月１５日（木）午後５時１５分まで

※ 原則、郵送や持参による申込みは受付できませんが、インターネットにより申し込むことができない特段の事情がある場合には、

５月８日（木）までに愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

� 申込みは「事前登録」と「本申込み」の２段階方式となっています。まず、事前登録を行いＩＤ番号とパスワードを取得した後、受

付期間中にシステムのマイページにログインして本申込みを行ってください（ＩＤ番号とパスワードは受験票の印刷等、以後の手続に

必要ですので、必ず控えておいてください。）。

� 本申込みの受付が完了したら、登録されたメールアドレス宛てに「申込完了のお知らせ」の電子メールを自動送信します。この電子

メールが届かない場合は、必ず受付期間中に愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

� 申込方法等に関する問合せは、受付期間中の午前８時３０分から午後５時１５分まで（ただし、土曜日、日曜日及び祝日等の閉庁日を除

く。）受け付けます（必ず電話で愛媛県人事委員会事務局（（０８９）９１２－２８２６）へ問い合わせてください。）。

� 受付期間内に申込みが完了しなかった場合は、受験できません（受付期間中は、２４時間申込みを受け付けますが、保守点検作業等の

ためシステムを停止する場合があるほか、受付期間終了の直前は、システムが混み合うおそれがあるので、余裕を持って申込みを行っ

てください。）。

なお、使用される機器や通信回線上の障害等によるトラブルについては、一切責任を負いません。

６ 受験票の交付

� 受験申込受付締切後に登録されたメールアドレス宛てに「受験票交付のお知らせ」の電子メールを送信します。６月６日（金）まで

に電子メールが届かない場合には、愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

� 「受験票交付のお知らせ」の電子メールが届けば、システムのマイページにログインし、受験票をダウンロードして印刷してくださ

い。

� 印刷した受験票は、記載されている事項を確認し、確認した年月日を記入の上、申込者本人が署名して第１次試験受験の際に必ず持

参してください。

７ 合格から採用まで

� この試験の最終合格者は、愛媛県職員採用候補者として、試験区分ごとに作成する採用候補者名簿（以下「名簿」という。）に記載
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されます。

この名簿は、原則として、令和８年４月以降の採用に対するもので、その有効期間は、名簿に記載された日（合格通知書に記載）か

ら事務職は１年間、技術職（警察職員を除く。）は３年間です。

� 採用は、名簿に記載された者のうちから任命権者（知事、公営企業管理者、教育委員会、警察本部長等）がそれぞれ選考を行い、決

定します。したがって、名簿に記載された者が全て採用されるとは限りません。

� 薬剤師（行政）、薬剤師（病院）、衛生監視員、福祉、心理、保健師及び管理栄養士については、２�に定める時期までに免許又は
資格を取得しなかった場合は、採用されません。ただし、名簿の有効期間内に免許又は資格を取得した場合は、上記�の選考対象とな
ります。

� 日本の国籍を有しない者については、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる職以外の職に任用されます。

８ 給与

初任給は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）等の規定により、原則として、次のとおり支給され、このほか該当

者に対しては、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。

試 験 区 分 現 行 給 料 月 額

行政事務、学校事務、警察事務、警察事務（情報）、総合土木、
建築、建築（警察）、農業、畜産、林業、水産、電気・電子、化
学、衛生監視員、福祉、心理

行政職給料表１級２９号給 ２２６，９５３円

薬剤師（行政）
薬剤師（病院）

４年制課程卒業 医療職給料表�２級５号給 ２３３，８９５円

６年制課程卒業 医療職給料表�２級１９号給 ２５０，６９５円

保健師 医療職給料表�２級１５号給 ２６０，０５１円

管理栄養士 医療職給料表�２級５号給 ２３３，８９５円

鑑識（法医） 研究職給料表１級２９号給 ２３５，４０４円

※ 初任給は、学歴や職歴、免許又は資格の取得状況などに応じて、一定の基準により決定されます。

９ 試験結果の開示

この試験の結果については、郵送又は口頭により開示請求を受け付けます。

郵送により開示を請求する場合は、試験成績開示請求書に必要事項を記入の上、受験票又は本人であることを確認できる顔写真付きの

書類（学生証、運転免許証等）の写しと返信用封筒（定形、縦１４㎝～２３．５㎝×横９㎝～１２㎝）を同封して、愛媛県人事委員会事務局宛て

に郵送してください。

※ 返信用封筒には必ず宛先を明記し、返信用切手４６０円（簡易書留相当分）を貼ってください。

※ 試験成績開示請求書及び受験票は、システムのマイページにログインし、ダウンロードして印刷したものを同封してください。

口頭により開示を請求する場合は、受験票又は本人であることを確認できる顔写真付きの書類を持参の上、午前８時３０分（合格発表当

日は、合格発表後）から午後５時１５分までの間に、愛媛県人事委員会事務局へ直接お越しください（ただし、土曜日、日曜日及び祝日等

の閉庁日は受付できません。）。

開示請求できる人 開 示 内 容 請求受付期間 開示方法

第 １ 次 試 験

不 合 格 者

第１次試験の試験種目別得点、合計得点及び順位（ただし、一定の基準に達しない試

験種目がある場合は、順位に代えて当該試験種目名）

第１次試験

合格発表の日

から１月間 郵 送 又 は

口 頭 に よ り

開 示 を 請 求第 １ 次 試 験

合 格 者

第１次試験の試験種目別得点、合計得点及び順位並びに第２次試験の試験種目別得点、

総合得点及び総合順位（ただし、第２次試験で一定の基準に達しない試験・検査種目

がある場合は、総合順位に代えて当該試験・検査種目名）

第２次試験

合格発表の日

から１月間

※ 第１次試験合格者のうち、第２次試験を受験しなかった者は、第２次試験の試験種目別得点、総合得点及び総合順位は付されません。

１０ その他

心身の機能の障がいにより、車いす、補聴器等の使用を希望するなど、受験時に配慮を必要とする場合は、受付期間内に愛媛県人事委

員会事務局へ申し出てください。ただし、内容によってはお応えできないことがあります。

台風等の自然災害のほか、不測の事態により、やむを得ず試験の日程・開始時刻を変更することがあります。

また、一部の会場で変更の措置があった場合、全ての会場で同様の措置をとる場合があります。変更がある場合は、システム及び受験申込受付締切

時に登録されたアドレス宛ての電子メールにてお知らせします。
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選挙管理委員会告示

別表（４関係）

専 門 試 験 の 出 題 分 野

試 験 区 分 出 題 分 野

行 政 事 務
学 校 事 務
警 察 事 務

政治学、行政学、憲法、行政法、民法、刑法、労働法、経済学、経営学、財政学、社会政策、国際関係

警察事務（情報）
政治学、行政学、憲法、行政法、民法、経済学、数学・物理、電子工学、情報・通信工学、基礎理論、コンピュータシステム、技術

要素、開発技術

総 合 土 木
数学・物理・情報、応用力学、水理学、土質工学、測量、都市計画、土木計画、農業水利・土地改良・農村環境整備、農業土木構造

物、材料・施工

建 築
建 築 （ 警 察 ）

数学・物理・情報、構造力学、材料学、環境原論、建築史、建築構造、建築計画、都市計画、建築設備、建築施工

農 業 栽培学汎論、作物学、園芸学、育種遺伝学、植物病理学、昆虫学、土壌肥料学、植物生理学、畜産一般、農業経済一般

畜 産 家畜育種学、家畜繁殖学、家畜生理学、家畜飼養学、家畜栄養学、飼料学、家畜管理学、畜産物利用学、畜産経営一般

林 業 森林政策・森林経営学、造林学（森林生態学、森林保護学を含む。）、林業工学、林産一般、砂防工学

水 産 水産事情・水産経済・水産法規、水産環境科学、水産生物学、水産資源学、漁業学、増養殖学、水産化学、水産利用学

電 気 ・ 電 子 数学・物理、電磁気学・電気回路、電気計測・制御、電気機器・電力工学、電子工学、情報・通信工学

化 学 数学・物理・情報、物理化学、分析化学、無機化学・無機工業化学、有機化学・有機工業化学、化学工学

薬剤師（行政）
薬剤師（病院）

物理・化学・生物、衛生、薬理、薬剤、病態・薬物治療、法規・制度、実務

衛 生 監 視 員
畜産物利用学、水産利用学、一般化学、分析化学、食品科学、応用微生物学、応用獣医学、衛生、疫学、社会・環境と健康、食べ物

と健康、公衆栄養学

福 祉 社会福祉概論（社会保障を含む。）、社会学概論、心理学概論（社会心理学を含む。）、社会調査

心 理
一般心理学（心理学史、発達心理学、社会心理学を含む。）、応用心理学（教育心理学・産業心理学・臨床心理学）、調査・研究法、

統計学

保 健 師 公衆衛生看護学、疫学、保健統計学、保健医療福祉行政論

管 理 栄 養 士
社会・環境と健康、人体の構造と機能及び疾病の成り立ち、食べ物と健康、基礎栄養学、応用栄養学、栄養教育論、臨床栄養学、公

衆栄養学、給食経営管理論

鑑 識 （ 法 医 ） 数学・物理、物理化学、無機化学、有機化学、生化学、生物化学、微生物学、生理学、遺伝学、生物学、血液学

�愛媛県選挙管理委員会告示第２４号
次の政治団体は、政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第２項の規定により、令和７年４月１日以後、政治活動（選挙運動を

含む。）のために寄附を受け、又は支出をすることができない団体となったので、同条第３項の規定に基づき告示する。

令和７年４月１１日

愛媛県選挙管理委員会委員長 三 好 賢 治

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地
代 表 者 会 計 責 任 者

池田さちこ後援会 池 田 幸 子 寺 川 正 一 松山市小栗三丁目５－３５

北貞丈後援会 北 貞 丈 藤 本 英 治 今治市宮窪町宮窪２９８８

峻風の会 三 宅 浩 二 三 宅 浩 二 四国中央市川之江町１１３２－１

白川誉と新居浜市の新たなまちづくりを考える会 白 川 誉 半 田 英 里 新居浜市新田町一丁目８－２５
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�愛媛県選挙管理委員会告示第２５号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

令和７年４月１１日

愛媛県選挙管理委員会委員長 三 好 賢 治

１ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

国会議員関係政治団体以外の政治団体

�愛媛県選挙管理委員会告示第２６号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

令和７年４月１１日

愛媛県選挙管理委員会委員長 三 好 賢 治

１ 政党の支部

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

自由民主党愛媛県郵政政
治連盟支部 横 山 陽 彦 会 計 責 任 者 大 西 祥 一 村 井 貴 子 令和７年３月５日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

愛媛県自動車整備政治連
盟 星 川 茂 代 表 者 星 川 茂 萩 山 陽 右 令和６年６月１４日

会 計 責 任 者 黒 河 秀 樹 大 西 周 一

愛媛県商工連盟連合会伊
予支部 城 戸 善 浩 主たる事務所の所在地 伊予市上吾川甲９－１ 伊予市下吾川１５１２－６ 令和６年１２月９日

愛媛県商工政治連盟 渡 部 英 志 主たる事務所の所在地 西条市丹原町徳能甲７５－７ 松山市南�米町４０１－３ 令和７年２月２１日

代 表 者 渡 部 英 志 村 上 友 則

会 計 責 任 者 � 保 榮 矢 野 昭 生

政治結社志國紫電改 岩 城 誠太郎 主たる事務所の所在地 松山市安城寺町１２８４－１ 松山市山越三丁目１７－５９ 令和７年２月２７日

丹下大輔後援会 白 石 勝 好 主たる事務所の所在地 今治市波止浜１１－７３ 今治市波止浜１１－２８ 令和７年３月１日

曽我部孝後援会 曽我部 孝 曽我部 利 子 新居浜市篠場町２－５４

古川孝之後援会 古 川 孝 之 吉 岡 泰 伊予郡砥部町宮内５０９

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日
代 表 者 会 計 責 任 者

佐伯恭介後援会 佐 伯 恭 介 佐 伯 恭 介 南宇和郡愛南町御荘平城３９３３－２ 令和７年３月６日

�橋誠後援会 � 橋 誠 � 橋 千佳子 四国中央市三島中央四丁目１０－１４ 令和７年３月１３日

田中じゅんき後援会 吉 田 浩 田 中 浩 代 南宇和郡愛南町広見１７６５ 令和７年３月１３日

夢ある四国中央をつくる会 � 橋 千 幸 � 橋 淳 一 四国中央市寒川町１４８４－２ 令和７年３月１３日

上田さや後援会 上 村 幸 成 上 田 寿 典 伊予市双海町高岸甲９５６－５ 令和７年３月１４日

新しい宇和島市長をつくる会 円 丁 辰 夫 円 丁 康 子 宇和島市栄町港三丁目１－８ 令和７年３月２５日
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�愛媛県選挙管理委員会告示第２７号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

令和７年４月１１日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 三 好 賢 治

１ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

兵頭竜後援会 梅 川 光 俊 代 表 者 梅 川 光 俊 別 宮 靜 令和７年３月１日

井川つよし後援会 井 川 剛 会 計 責 任 者 井 川 貴 子 井 川 裕 介 令和７年３月１３日

石川みのる後援会 神 野 衣 代 代 表 者 神 野 衣 代 新 田 弘 令和７年３月２４日

藤原秀博後援会 藤 原 秀 博 主たる事務所の所在地 今治市朝倉北甲１３９－５ 今治市古谷甲７６１ 令和７年３月２６日

代 表 者 藤 原 秀 博 清 水 俊 光

会 計 責 任 者 藤 原 秀 博 清 水 俊 光

２１世紀維新クラブ 池 本 俊 英 会 計 責 任 者 池 本 ちはる 立 川 さゆり 令和７年３月２７日

菅もりみ後援会 村 上 要 会 計 責 任 者 菅 森 実 川 野 征 雄 令和７年３月２８日

風鈴の会 森 高 大 輔 代 表 者 森 高 大 輔 大 西 英 彦 令和７年３月２８日

会 計 責 任 者 森 高 大 輔 大 西 英 彦

野田哲也後援会 野 田 哲 也 主たる事務所の所在地 今治市片山二丁目２－３８ 今治市郷本町一丁目３－４０ 令和７年３月３１日

�愛媛県選挙管理委員会告示第２８号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第３項の規定により、次のとおり同項第３号の規定による資金管理団体の届出事項の異

動の届出があった。

令和７年４月１１日

愛媛県選挙管理委員会委員長 三 好 賢 治

南 の 風 を 創 る 会 赤 松 洋 子 令和６年１２月３１日

伊 予 郡 を 愛 し 守 る 会 平 岡 文 男 令和７年２月２８日

岡 田 ひ ろ し 後 援 会 岡 田 洋 志 令和７年２月２８日

越 智 豊 後 援 会 越 智 豊 令和７年３月１３日

政 治 結 社 志 國 紫 電 改 岩 城 誠太郎 令和７年３月１８日
政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

佐 川 秀 紀 後 援 会 佐 川 秀 紀 令和６年１２月２８日

資金管理団体の
届出をした者の
氏名

資金管理団体の名称 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

黒 川 理恵子 黒川理恵子後援会 公 職 の 種 類 西条市議会議員 西条市長 令和７年２月１日

令和７年４月１１日 発行


